
京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表

改 正 前 改 正 後

（前 略）

第２章 学部 第２章 学部

第３条の２ 本学の学部及び学科並びにその学生定 第３条の２ （同 左）

員は、別表第１に掲げるとおりとする。

第３条の３ 前条の学部においては、当該学部の定

めるところにより、学部又は学科ごとの人材の養

成に関する目的その他の教育研究上の目的を定め、

公表するものとする。

（中 略）

第１８条 科目、授業、修業年限及び在学年限は、 第１８条 （同 左）

当該学部の定めるところによる。

２ 前項の場合において、学部は、学生に対して、

授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画をあ

らかじめ明示するものとする。

第１８条の２ 授業の内容及び方法の改善を図るた

め、組織的な研修及び研究を行うものとする。

（中 略）

第２７条 卒業の要件は、学部所定の期間在学し、 第２７条 （同 左）

学士試験に合格することとする。

第２７条の２ 学部においては、学生に対して、前

条の学士試験及び学修の成果に係る評価の基準を

あらかじめ明示するものとする。

（中 略）

第３章の２ 専門職大学院 第３章の２ 専門職大学院

第５３条の２ 第３６条に定めるもののほか、法 第５３条の２

学研究科、医学研究科、公共政策教育部及び経

営管理教育部に専門職学位課程を置き、これを
（同 左）

専門職大学院とする。

２ 前項の専門職大学院は、法学研究科の専門職 ２

学位課程に関し、これを法科大学院とする。

３ 専門職学位課程（法科大学院の課程を除く。） ３ 専門職学位課程（法科大学院の課程を除く。）

の標準修業年限は、２年とする。ただし、教育 の標準修業年限は、２年とする。ただし、教育

上の必要があると認めるときは、医学研究科の 上の必要があると認めるときは、医学研究科又

定めるところにより、１年以上２年未満の期間 は経営管理教育部の定めるところにより、１年

とすることができる。 以上２年未満の期間とすることができる。

４ ４

５ （略） ５ （同 左）

６ ６

（中 略）

第５３条の５ （略） 第５３条の５ （同 左）

第５３条の５の２ 授業の内容及び方法の改善を図

るため、組織的な研修及び研究を行うものとする。

第５３条の６ （略） 第５３条の６ （同 左）

（中 略）

第５３条の１５ 第１０条第１項及び第２項、第１ 第５３条の１５ 第１０条第１項及び第２項、第１

１条、第１２条第１項ないし第４項及び第６項本 １条、第１２条第１項ないし第４項及び第６項本

文、第１３条、第１７条、第２３条第４項及び第 文、第１３条、第１７条、第１８条の２、第２３

５項ないし第２５条、第２８条第１項ただし書及 条第４項及び第５項ないし第２５条、第２８条第



改 正 前 改 正 後

び第２項ないし第４項、第３０条ないし第３４条、 １項ただし書及び第２項ないし第４項、第３０条

第３６条の２、第３８条、第３９条（第２号の場 ないし第３４条、第３６条の２、第３８条、第３

合に限る。）、第４０条ないし第４２条、第４７条 ９条（第２号の場合に限る。）、第４０条ないし第

第１項及び第２項、第５１条及び第５２条の規定 ４２条、第４７条第１項及び第２項、第５１条及

は、専門職大学院等学生の場合に準用する。この び第５２条の規定は、専門職大学院等学生の場合

場合において、第２５条中「学部長」とあるのは に準用する。この場合において、第２５条中「学

「法学研究科長、医学研究科長、公共政策教育部 部長」とあるのは「法学研究科長、医学研究科長、

長又は経営管理教育部長」と、第３６条の２、第 公共政策教育部長又は経営管理教育部長」と、第

３８条第２項及び第３９条（第２号の場合に限る。） ３６条の２、第３８条第２項及び第３９条（第２

中「研究科」とあるのは「研究科又は教育部」と、 号の場合に限る。）中「研究科」とあるのは「研究

第４０条第１項中「研究科に転科（地球環境学舎 科又は教育部」と、第４０条第１項中「研究科に

にあつては転部）」とあるのは「研究科又は教育部 転科（地球環境学舎にあつては転部）」とあるのは

に、それぞれ、転科若しくは転部」と、「当該研究 「研究科又は教育部に、それぞれ、転科若しくは

科」とあるのは「当該研究科又は教育部」と、同 転部」と、「当該研究科」とあるのは「当該研究科

条第２項中「研究科」とあるのは「研究科又は教 又は教育部」と、同条第２項中「研究科」とある

育部」と、第４１条中「研究科長（地球環境学舎 のは「研究科又は教育部」と、第４１条中「研究

長を含む。以下同じ。）」とあるのは「法学研究科 科長（地球環境学舎長を含む。以下同じ。）」とあ

長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営管 るのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政策

理教育部長」と、第４２条並びに第４７条第１項 教育部長又は経営管理教育部長」と、第４２条並

及び第２項中「研究科長」とあるのは「法学研究 びに第４７条第１項及び第２項中「研究科長」と

科長、医学研究科長、公共政策教育部長又は経営 あるのは「法学研究科長、医学研究科長、公共政

管理教育部長」と読み替えるものとする。 策教育部長又は経営管理教育部長」と読み替える

ものとする。

（中 略）

第５章 外国学生、委託生、科目等履修生、 第５章 外国学生、委託生、科目等履修生、

聴講生、特別聴講学生、特別研究学 聴講生、特別聴講学生、特別研究学

生等 生、特別交流学生等

（中 略）

第６３条 他の大学若しくは外国の大学の学生又は 第６３条

他の大学若しくは外国の大学の大学院の学生で、

大学間の協議に基づき、特定の科目を定め、それ

ぞれ、学部又は大学院において聴講を志望する者

には、当該学部又は研究科等の定めるところによ

り、特別聴講学生として入学を許可することがあ
（同 左）

る。

２ 他の大学又は外国の大学の大学院の学生で、大 ２

学間の協議に基づき、大学院において研究指導を

受けることを志望する者には、当該研究科の定め

るところにより、特別研究学生として入学を許可

することがある。

３ 「大学院教育における大学間学生交流に関する

協定書」（平成１９年１２月２５日発効）に基づき、

大学院において研究指導を受け、又は聴講を志望

する者には、当該研究科の定めるところにより、

特別交流学生として入学を許可することがある。

３ 特別聴講学生として聴講した科目については、 ４ 特別聴講学生又は特別交流学生として聴講した

試験のうえ、単位を与える。 科目については、試験のうえ、単位を与える。

第６４条 委託生、科目等履修生又は聴講生として 第６４条 （同 左）

入学を志望する者は、願書に添えて検定料を納め

なければならない。



改 正 前 改 正 後

２ 委託生、科目等履修生又は聴講生として入学す ２ 委託生、科目等履修生又は聴講生として入学す

る者は、入学に際して、所定の期日までに入学料 る者は、入学に際して、所定の期日までに入学料

を納めなければならない。特別聴講学生又は特別 を納めなければならない。特別聴講学生、特別研

研究学生として入学する者は、入学料の納付を要 究学生又は特別交流学生として入学する者は、入

しない。 学料の納付を要しない。

３ 委託生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学 ３ 委託生、科目等履修生、聴講生及び特別聴講学

生の授業料は、履修又は聴講科目の単位数に応じ 生の授業料は、履修又は聴講科目の単位数に応じ

て、特別研究学生の授業料は、研究指導を受ける て、特別研究学生の授業料は、研究指導を受ける

期間の月数に応じて、それぞれ所定の期日までに 期間の月数に応じて、それぞれ所定の期日までに

納めなければならない。ただし、次の各号に掲げ 納めなければならない。ただし、特別交流学生並

る特別聴講学生及び特別研究学生は、授業料の納 びに次の各号に掲げる特別聴講学生及び特別研究

付を要しない。 学生は、授業料の納付を要しない。

(1) 国立大学（国立大学法人法（平成１５年法律 (1)
第１１２号）に基づき設置される大学で、当該

大学との間における学生の交流協定又は協議に

基づき授業料の相互不徴収が確認できるものに

限る。）の学生又は大学院の学生

(2) 本学と公立又は私立の大学との間において締 (2)
結した大学間相互単位互換協定（相互に授業科

目を履修し、単位を修得することを認めるもの

で、授業料の相互不徴収及び有効期間が記され

ているものに限る。）に基づき受け入れる公立又

は私立の大学の学生

(3) 本学と公立又は私立の大学との間において締 (3)
結した大学間特別研究学生交流協定（相互に研

究指導を受けることを認めるもので、授業料の

相互不徴収及び有効期間が記されているものに

限る。）に基づき受け入れる公立又は私立の大学

の大学院の学生
（同 左）

(4) 本学と外国の大学との間において締結した大 (4)
学間交流協定（学部若しくは研究科間の協定又

は協定に準じるものを含み、相互に学生を受け

入れるもので、その数、授業料の相互不徴収及

び有効期間が記されているものに限る。）に基づ

き受け入れる外国の大学の学生

４ ４

５ ５

６ ６

第６５条
（略）

第６５条

２ ２

３ ３

４ ４

５ ５

６ 第２４条、第３０条ないし第３３条、第４８条 ６

の規定は、大学院の特別聴講学生及び特別研究学

生に準用する。

７ 第２４条、第３１条ないし第３３条、第４８条

の規定は、特別交流学生に準用する。

附 則

この規程は、平成２０年４月１日から施行する。



別表第１ 学部（第３条の２関係）

学部名 学 科 名 入学定員 収容定員

総合人間学部 総合人間学科 １２０ ４８０４９０

文学部 人文学科 ２２０ ８８０

教育学部 教育科学科 ６０（１０） ２６０

法学部 ３３０（１０） １,３４０

経済学部 経済学科 １６０ ６４０

経営学科 ８０（２０） ３６０

計 ２４０（２０） １,０００

理学部 理学科 ３１１ １,２４４１,２３４

医学部 医学科 １００ ６００

人間健康科学科 １４３（１７） １４３

保健学科 ― １４３（１７） ４６３６０６

計 ２４３（１７） １,２０６

薬学部 薬科学科 ５０ １５０１００

薬学科 ３０ ９０６０

総合薬学科 ― ８０１６０

計 ８０ ３２０

工学部 地球工学科 １８５ ７４０

建築学科 ８０ ３２０

物理工学科 ２３５ ９４０

電気電子工学科 １３０ ５２０

情報学科 ９０ ３６０

工業化学科 ２３５ ９４０

計 ９５５ ３,８２０

農学部 資源生物科学科 ９４ ３７６

応用生命科学科 ４７ １８８

地域環境工学科 ３７ １４８

食料・環境経済学科 ３２ １２８

森林科学科 ５７ ２２８

食品生物科学科 ３３ １３２

計 ３００ １,２００

総 計 ２,８５９（５７） １１,７５０

（備考）入学定員の（ ）を付したものは３年次編入学定員で外数

別表第２

１ 大学院（第３５条関係）

修士課程 博士後期課程 博士課程 合 計

研究科名 専 攻 名 入 学 収 容 入 学 収 容 入 学 収 容 収 容

定 員 定 員 定 員 定 員 定 員 定 員 定 員

文学研究科 文献文化学専攻 ４４ ８８ ２２ ６６ ― ―

思想文化学専攻 ２４ ４８ １２ ３６ ― ―

歴史文化学専攻 ２８ ５６ １４ ４２ ― ―
４４１

行動文化学専攻 ２０ ４０ １０ ３０ ― ―

現代文化学専攻 １０ ２０ ５ １５ ― ―

計 １２６ ２５２ ６３ １８９ ― ―

教育学研究科 教育科学専攻 ２８ ５６ １４ ４２ ― ―

臨床教育学専攻 １４ ２８ １１ ３３ ― ― １５９

計 ４２ ８４ ２５ ７５ ― ―



法学研究科 法政理論専攻 １５ ３０ ３０ ９０ ― ― １２０

経済学研究科 経済学専攻 ４４ ４４ ４４ ４４ ― ―

経済システム分析専攻 ― １０ 10 ２０ ―１０ 20 ３０ ― ―

経済動態分析専攻 ― １４ 14 ２８ ―１４ 28 ４２ ― ―

現代経済・経営分析専攻 ― ２０ 20 ４０ ―２０ ４０ ― ― ２２０

現代経済学専攻 ― ― ― １０ ― ―

ビジネス科学専攻 ― ― ― １０ ― ―

計 ４４ ８８ ４４ １３２ ― ―

理学研究科 数学・数理解析専攻 ６２ 124 115 ２０ 66 ７２ ― ―

物理学・宇宙物理学専攻 ８１ １６２ ４５ 130 125 ― ―

地球惑星科学専攻 ５９ 118 124 ３０ 92 ９４ ― ―
１,１７２

化学専攻 ６１ １２２ ３０ ９０ ― ―

生物科学専攻 ７４ 148 151 ４１ 120 117 ― ―

計 ３３７ ６７４ １６６ ４９８ ― ―

医学研究科 医学専攻 ― ― ― ― １４１ 423282
医科学専攻 ２０ ４０ １０ ３０ ― ―

社会健康医学系専攻 ― ― １２ ３６ ― ―

人間健康科学系専攻 ３９ 78 ３９ ― ― ― ―

生理系専攻 ― ― ― ― ― 10 20 ７４８

病理系専攻 ― ― ― ― ― 17 34 ７０９

内科系専攻 ― ― ― ― ― 36 72
外科系専攻 ― ― ― ― ― 32 64
分子医学系専攻 ― ― ― ― ― 22 44
脳統御医科学系専攻 ― ― ― ― ― 24 48
計 ５９ 118 79 ２２ ６６ １４１ ５６４

薬学研究科 創薬科学専攻 ２４ ４８ １１ ３３ ― ―

生命薬科学専攻 ２５ ５０ １１ ３３ ― ― ２５９

医療薬科学専攻 １６ ３２ ７ ２１ ― ― ２３８

医薬創成情報科学専攻 １４ 28 １４ ７ １４ ７ ― ―

計 ７９ 158 144 ３６ 101 94 ― ―

工学研究科 社会基盤工学専攻 ２９ ５８ ９ 27 ３２ ― ―

都市社会工学専攻 ３１ ６２ １０ 30 ３５ ― ―

都市環境工学専攻 ７７ １５４ ２３ 69 ７４ ― ―

建築学専攻 ３４ ６８ １６ ４８ ― ―

機械理工学専攻 ３８ ７６ １８ ５４ ― ―

マイクロエンジニアリ １７ ３４ ８ ２４ ― ―

ング専攻

航空宇宙工学専攻 １７ ３４ ８ ２４ ― ―

原子核工学専攻 １９ ３８ ９ ２７ ― ― １,５２３

材料工学専攻 ２２ ４４ １０ ３０ ― ― １,５３８

電気工学専攻 ２１ ４２ １０ ３０ ― ―

電子工学専攻 ２１ ４２ １０ ３０ ― ―

材料化学専攻 １９ ３８ ９ ２７ ― ―

物質エネルギー化学専攻 ２３ ４６ １１ ３３ ― ―

分子工学専攻 ２７ ５４ １２ ３６ ― ―

高分子化学専攻 ３１ ６２ １５ ４５ ― ―

合成・生物化学専攻 ２１ ４２ １０ ３０ ― ―

化学工学専攻 １９ ３８ ９ ２７ ― ―

計 ４６６ ９３２ １９７ 591 606 ― ―



農学研究科 農学専攻 ２３ ４６ １１ ３３ ― ―

森林科学専攻 ４５ ９０ ２２ ６６ ― ―

応用生命科学専攻 ４８ ９６ ２２ ６６ ― ―

応用生物科学専攻 ５０ １００ ２３ ６９ ― ― ８８６

地域環境科学専攻 ４８ ９６ ２０ ６０ ― ―

生物資源経済学専攻 ２４ ４８ １１ ３３ ― ―

食品生物科学専攻 ２５ ５０ １１ ３３ ― ―

計 ２６３ ５２６ １２０ ３６０ ― ―

人間・環境学 共生人間学専攻 ６９ １３８ ２８ ８４ ― ―

研究科 共生文明学専攻 ５７ １１４ ２５ ７５ ― ―
５３２

相関環境学専攻 ３８ ７６ １５ ４５ ― ―

計 １６４ ３２８ ６８ ２０４ ― ―

エネルギー科 エネルギー社会・環境 ２９ ５８ １２ ３６ ― ―

学研究科 科学専攻

エネルギー基礎科学専攻 ３７ ７４ １７ ５１ ― ―
３６５

エネルギー変換科学専攻 １７ ３４ ８ ２４ ― ―

エネルギー応用科学専攻 ２６ ５２ １２ ３６ ― ―

計 １０９ ２１８ ４９ １４７ ― ―

アジア・アフ 東南アジア地域研究専攻 ― ― ― ― １４ ７０

リカ地域研究 アフリカ地域研究専攻 ― ― ― ― １２ ６０ １３０

研究科 計 ― ― ― ― ２６ １３０

情報学研究科 知能情報学専攻 ３７ 74 ７２ 15 １７ ４７ ― ―

社会情報学専攻 36 ２８ 64 ５５ １４ 41 ４０ ― ―

複雑系科学専攻 ２０ 40 ４４ 6 ８ 24 ２８ ― ― ５６５

数理工学専攻 22 ２０ 42 ４１ 6 ８ 23 ２６ ― ― ５５８

システム科学専攻 32 ２９ 61 ５９ 8 １２ 33 ３８ ― ―

通信情報システム専攻 42 ３４ 76 ６５ 11 １５ 40 ４３ ― ―

計 189 168 357 336 60 74 208 222 ― ―

生命科学研究 統合生命科学専攻 ３７ ７４ １７ ５１ ― ―

科 高次生命科学専攻 ３８ ７６ １６ ４８ ― ― ２４９

計 ７５ １５０ ３３ ９９ ― ―

地球環境学舎 地球環境学専攻 ― ― ２０ ６０ ― ―

環境マネジメント専攻 ２９ ５８ １０ ３０ ― ― １４８

計 ２９ ５８ ３０ ９０ ― ―

総 計 １ ,９９７ ３,９７３ ９４３ ２,８５０ ７,５１７

１ ,９７６ ３,８９９ ９５７ ２,８７２ １６７ ６９４ ７,４６５

２ 専門職大学院・法科大学院（第５３条の２第５項関係）

研 究 科 名 専 攻 名
専 門 職 学 位 課 程 合計収容

入学定員 収容定員 定 員

法学研究科 法曹養成専攻 ２００ ６００ ６００

医学研究科 社会健康医学系専攻 ３０２４ ５４４８ ５４４８

公共政策教育部 公共政策専攻 ４０ ８０ ８０

経営管理教育部 経営管理専攻 ７５６０ １３５１２０ １３５１２０

総 計 ３４５３２４ ８６９８４８ ８６９８４８




